
第１節 総則

本業務は里浦最終処分場における除草業務である。

第２節 業務委託名

里浦最終処分場除草業務

第３節 業務委託場所

鳴門市里浦町里浦

第４節 業務委託期間

契約締結日の翌日　～　令和8年8月31日

第５節 業務内容

除草業務　N=1式

・除草（場内） A=17,109m2

・除草（法面部） A=3,580m2

・除草（路肩部） L=1,115m

・除草（フェンス部） N=1式

第６節 業務の完了

受託者は、業務写真等提出書類一式を納品し、本市の検査合格をもって業務の完了とする。

第７節 その他

・令和8年7月8日までに着手すること。

・処分場外周り、水路両側及び法面の草は草刈後北側管理型処分場に持ち込むこと。

　それ以外の草についてはその場に刈り倒したままでかまわない。

・水路に落ちた草については回収すること。

・作業終了時は処分場を施錠し退出すること。

・法面作業時は滑落等の恐れがあるため、親綱等により安全対策を十分に行うこと。
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